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地方公共団体のグリーン購入取組分野

地方公共団体における品目別のグリーン購入取組状況
組織的取組の割合は、紙類が58.2％と最も高く、次に文具類が45.3％。
最も低いのは移動電話20.7％、次に役務の21.6%と分野によって取組率に差がある。

出典：令和元年度 地方公共団体のグリーン購入に関するアンケート調査（環境省）
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全体 58.2 45.3 30.4 30.1 30.2 32.7 20.7 27.9 29.8 23.7 38.6
都道府県、政令市 100.0 100.0 100.0 98.5 98.5 100.0 98.5 100.0 98.5 97.0 100.0
区市 77.3 62.8 42.9 43.6 43.6 46.5 29.6 40.4 42.6 34.0 51.6
町村 37.8 25.3 13.6 12.8 13.0 15.1 6.7 11.1 13.2 9.0 22.4
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全体 41.5 26.8 31.0 22.4 25.7 22.4 23.3 22.6 25.0 21.6
都道府県、政令市 98.5 95.5 98.5 98.5 100.0 98.5 94.0 94.0 97.0 97.0
区市 56.2 39.1 47.2 33.4 38.5 33.1 32.2 32.0 34.9 30.6
町村 24.0 10.5 11.2 6.7 8.6 6.9 9.9 8.6 10.7 7.6

表 グリーン購入の分野別の組織的取組状況
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対象品目や調達基準の設定の考え方-1

対象品目の考え方
• 調達量の多さ（調達量の多い品目をグリーン購入すれば、効果も大きくなる）

• 環境影響の大きさ（気候変動対策に効果の大きい品目は外せません）

• 環境情報の入手しやすさ（職員の取り組みやすさに直結）

• 組織内外へのアピールしやすさ（公用車や広報紙等、市民の目に触れるものにも）

• 地域の環境課題との関連性（地域循環共生圏との連携、地産地消、県が認定す
るリサイクル製品や環境配慮製品等）
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品目や調達基準の設定の考え方-2

判断の基準
• 現状把握で、庁内に環境ラベル商品があった場合、その品目では、当該環境ラ
ベルを調達基準とすることを検討する。

• 導入段階として、環境ラベルを調達基準とする（基準を満たしているかどうかの
判別が容易）。

• 環境ラベルのない品目については、グリーン購入法適合商品であることを基準と
するのが効率的。

• 入札により一括購入する商品分野は、仕様書に環境要件を盛り込むことにより、
環境要件を満たした物品を購入することができる。
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地方公共団体独自の品目や調達基準の事例-1

地方公共団体が独自に基準を定め、グリーン購入している例があります。

都道府県が認定するリサイクル製品を対象とした事例
• 足利市（栃木県）･･･資材（公共工事）の調達基準の一つに栃木県の認定
製品を設定

出典：足利市グリーン購入調達方針（足利市ホームページ）
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地方公共団体独自の品目や調達基準の事例-2

地域の間伐材等を利用した製品を対象とした事例
• 内子町（愛媛県）･･･県内の間伐材を配合したコピー用紙を調達基準の一つに設定

出典：内子町グリーン購入ガイドライン（内子町ホームページ）
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地方公共団体独自の品目や調達基準の事例-3

地産地消の推進を目的とした製品を対象とした事例
• 長野県･･･県内で生産された農産物や果実、米、牛肉、木質ペレットストーブ等、
県の認証基準、制度を利用して調達基準を設定

出典：令和2年度長野県グリーン購入推進方針（長野県ホームページ）
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地方公共団体独自の品目や調達基準の事例-4

環境ラベル商品を対象とした事例
• 新居浜市（愛媛県）
グリーン購入法適合も含め、環境ラベ
ルが表示されている製品を調達基準
に設定

出典：新居浜市グリーン購入ガイドライン（新居浜市ホームページ）
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まとめ

• グリーン購入は、温室効果ガスや廃棄物を削減し、持続可能な社会につなげる有効
な手段。

• グリーン購入法における特定調達品目は、国等の機関が優先的に調達する品目と
して設定したものであり、地方公共団体がグリーン購入に取り組む品目・取り組める
品目は、特定調達品目に限らない。

• 地産地消や地域の課題解決につながる品目を対象とすることも可能。

• 調達基準も、グリーン購入法の判断基準を活用しつつ、エコマーク等の環境ラベル
や独自の基準を設定することも可能。

• グリーン購入法や環境ラベル等、既存の仕組みを活用しながら、取組の目的（温室
効果ガスの削減やプラスチックごみの削減等）につながる品目や調達基準を設定す
ることが大切。




